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ース 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 見舞金・祝金 

月 1,000 円 

◆
消
費
税
納
付
期
限 

口
座
引
落
の
方
は
、 

４
月
２５
日
（
水
）
に
振
替
日
で
す
。 

 

☆
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。 

☆
口
座
引
落
の
方
は
、
残
高
の
確
認
を
。 

※
弁
護
士
が
変
わ
り
ま
し
た
。 

法
律
相
談
会
は
毎
月
開
催
し
ま
す
。 

 

５
月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 
５
月
１５
日(

火) 
午
前
１０
時
３０
分
か
ら 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

小
淵
真
理
子
弁
護
士 

 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

・
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 

新商連婦人部協議会 第３７回定期総会 

日時 ４月２２日（日）受付１０時から 

     10：30～15：30 頃まで 

会場 新潟ユニゾンプラザ 

講演 10:30～「いまを生きる子どもたちと 

お母さんに伝えたい」 

   講 師 熊丸みつ子先生 

      (子育てアドバイザー・家庭教育専門家) 

   参加費 記念講演参加費 500 円 

※講演会はどなたでも参加できます。参加ご希望の 

方は、民商へ連絡をお願いします。 

 

今
週
の
商
工
新
聞
は 

村
上
民
商
会
員
さ
ん
の
記
事
が
１
面
に 

 
 

 

１
面
に
は
『
生
花
業
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
』
と
い 

 
う
こ
と
で
、
村
上
民
商
会
員
（
石
山
さ
ん
・
阿
部 

さ
ん
）
の
記
事
が
載
っ
て
い
ま
す
。 

お
花
屋
さ
ん
が
地
域
同
業
者
で
親
族 

外
承
継
を
し
、
「
人
の
つ
な
が
り
を 

大
切
に
」
と
い
う
思
い
も
引
き
継
い 

だ
お
二
人
の
事
業
承
継
に
つ
い
て
、 

商
工
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の 

で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

  

事
業
承
継
は
、
経
営
者
の
高
齢
化
や
少
子
化
が 

進
む
な
か
で
、
親
族
に
承
継
す
る
か
、
親
族
以
外 

の
従
業
員
な
ど
に
す
る
か
に
お
い
て
、
２
０
年
以 

上
前
は
、
親
族
内
承
継
の
方
が
大
き
な
割
合
を
占 

め
て
い
ま
し
た
が
、
直
近
１
０
年
で
は
、
親
族
内 

承
継
の
割
合
が
減
り
、
従
業
員
や
第
三
者
の
親
族 

外
承
継
が
約
６
割
超
と
な
っ
て
い
ま
す
。
親
族
内 

承
継
と
親
族
外
承
継
の
割
合
が
逆
転
し
、
以
前
と 

大
き
く
変
化
し
て
し
ま
す
。 

 

払いきれない消費税で困っていませんか？ 

消費税が一括で納められない方は、「換価の猶予」を申請

しましょう。いわゆる「分納」は、延滞税が 9.0%となっ

ていますが、「換価の猶予」の制度を活用し申請が認められ

れば、延滞税は１／３になります。納期限から６ヶ月以内

であれば、下記の申請書で申請できます。相談は民商へ。 


